
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

福
島
県
人
事
委
員
会

○
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

○
市
町
村
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

九

福
島
県
人
事
委
員
会

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

大
須
賀

美
智
子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
別
表
第
五
の
」
の
下
に
「
一
の
表
及
び
二
の
表
の
」
を
加
え
、

同
条
第
四
項
第
四
号
中
「
第
二
十
八
条
の
三
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
第
一
号
」

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
二
十
八
条
の
三
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
第
二

号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
六
を
第
二
十
八
条
の
七
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
五
中
「
第
二
十
八
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同

条
を
第
二
十
八
条
の
六
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
四
第
二
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
八
条
の
五
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
に
は
、
冬

期
以
外
の
期
間
は
、
条
例
第
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を

支
給
し
な
い
。

第
二
十
八
条
の
三
第
二
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

第
二
十
八
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
公
署
の
う
ち
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
公
署
以
外
の
公
署

に
在
勤
す
る
職
員
に
対
す
る
冬
期
以
外
の
期
間
に
お
け
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
公

署
を
準
特
地
公
署
と
み
な
す
。

第
二
十
八
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
八
条
の
四
と
す
る
。

５

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
に
は
、
冬
期
以
外
の
期
間

は
、
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
し
な
い
。

一

第
二
十
八
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
公
署
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

二

別
表
第
六
の
二
の
表
に
掲
げ
る
も
の
及
び
第
二
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
現
場
事
務
所
の
う
ち

人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

第
二
十
八
条
の
二
中
「
別
表
第
六
」
の
下
に
「
の
一
の
表
及
び
二
の
表
」
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十

八
条
の
三
と
し
、
第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

次
に
掲
げ
る
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
に
は
、
毎
年
十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三

第
二
十
八
条
の
二

十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
冬
期
」
と
い
う
。
）
以
外
の
期
間
は
、
特
地
勤
務
手
当
を
支
給
し
な

い
。

一

別
表
第
五
の
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の

二

第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
現
場
事
務
所
等
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

附
則
第
七
項
の
表
第
二
十
八
条
の
三
第
二
項
の
項
中
「
第
二
十
八
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
二
十
八

条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
条
の
三
第
三
項
各
号
の
項
中
「
第
二
十
八
条
の
三
第
三
項

各
号
」
を
「
第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
各
号
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
一
号
の
項

中
「
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
八
条
の
四
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
第

二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
二
号
の
項
中
「
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
八
条
の
四

第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
八
条
の
三
第
四
項
第
三
号
の
項
中
「
第
二
十
八
条
の
三
第
四

項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
八
条
の
四
第
四
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
第
二
十
八
条
関
係
）

別
表
第
五

一

一
年
を
通
じ
て
特
地
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
る
公
署

特

地

公

署

名

級
別
区
分

福
島
県
山
口
土
木
事
務
所

二
級
地

福
島
県
立
南
会
津
高
等
学
校

二
級
地

福
島
県
立
只
見
高
等
学
校

二
級
地

福
島
県
南
会
津
警
察
署
伊
南
駐
在
所

二
級
地
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福
島
県
南
会
津
警
察
署
南
郷
駐
在
所

二
級
地

福
島
県
南
会
津
警
察
署
舘
岩
駐
在
所

二
級
地

福
島
県
南
会
津
警
察
署
只
見
駐
在
所

二
級
地

福
島
県
南
会
津
警
察
署
明
和
駐
在
所

二
級
地

福
島
県
南
会
津
警
察
署
朝
日
駐
在
所

二
級
地

福
島
県
立
川
口
高
等
学
校

一
級
地

福
島
県
田
村
警
察
署
都
路
駐
在
所

一
級
地

福
島
県
会
津
坂
下
警
察
署
横
田
駐
在
所

一
級
地

福
島
県
会
津
坂
下
警
察
署
金
山
駐
在
所

一
級
地

福
島
県
会
津
坂
下
警
察
署
昭
和
駐
在
所

一
級
地

備
考

こ
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
署
の
う
ち
、
福
島
県
立
南
会
津
高
等
学
校
、
福
島
県
立
只
見
高

等
学
校
、
福
島
県
南
会
津
警
察
署
伊
南
駐
在
所
、
福
島
県
南
会
津
警
察
署
舘
岩
駐
在
所
、
福
島
県

南
会
津
警
察
署
只
見
駐
在
所
、
福
島
県
南
会
津
警
察
署
明
和
駐
在
所
及
び
福
島
県
南
会
津
警
察
署

朝
日
駐
在
所
に
つ
い
て
は
、
冬
期
は
、
級
別
区
分
が
三
級
地
で
あ
る
公
署
と
し
て
同
表
の
上
欄
に

掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
、
福
島
県
会
津
坂
下
警
察
署
横
田
駐
在
所
及
び
福
島
県
会
津
坂
下
警

察
署
昭
和
駐
在
所
に
つ
い
て
は
、
冬
期
は
、
級
別
区
分
が
二
級
地
で
あ
る
公
署
と
し
て
同
表
の
上

欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

二

冬
期
に
限
り
特
地
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
る
公
署

特

地

公

署

名

級
別
区
分

福
島
県
須
賀
川
警
察
署
湯
本
駐
在
所

一
級
地

福
島
県
喜
多
方
警
察
署
奥
川
駐
在
所

一
級
地

別
表
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
第
二
十
八
条
の
三
関
係
）

別
表
第
六

一

一
年
を
通
じ
て
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
が
支
給
さ
れ
る
公
署

準

特

地

公

署

名

福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
所
沼
尻
分
場

福
島
県
立
修
明
高
等
学
校
鮫
川
校

福
島
県
い
わ
き
中
央
警
察
署
三
坂
駐
在
所

福
島
県
南
会
津
警
察
署
荒
海
駐
在
所

福
島
県
猪
苗
代
警
察
署
裏
磐
梯
駐
在
所

福
島
県
棚
倉
警
察
署
矢
祭
駐
在
所

福
島
県
棚
倉
警
察
署
笹
原
駐
在
所

福
島
県
棚
倉
警
察
署
植
田
駐
在
所

福
島
県
棚
倉
警
察
署
鮫
川
駐
在
所

二

冬
期
に
限
り
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
が
支
給
さ
れ
る
公
署

準

特

地

公

署

名

福
島
県
宮
下
土
木
事
務
所

福
島
県
立
湖
南
高
等
学
校

福
島
県
郡
山
北
警
察
署
福
良
駐
在
所

福
島
県
田
村
警
察
署
移
駐
在
所

福
島
県
田
村
警
察
署
大
越
駐
在
所

福
島
県
会
津
坂
下
警
察
署
西
山
駐
在
所

福
島
県
会
津
坂
下
警
察
署
三
島
駐
在
所

福
島
県
石
川
警
察
署
平
田
駐
在
所

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
条

（
特
地
公
署
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
の
月
額
等
に
関

す
る
経
過
措
置
）

改
正
後
の
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第

第
二
条

二
十
八
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

の
前
日
に
お
い
て
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
地
公
署
（
以
下
単
に
「
特
地
公
署
」
と
い

う
。
）
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
所
沼
尻
分
場

は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
特
地
公
署
と
す
る
。

２

福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
所
沼
尻
分
場
に
勤
務
す
る
職
員
の
条
例
第
十
一
条
の
二
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
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か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
附
則
第
七
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
当
該

公
署
に
勤
務
し
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
特
地
勤
務
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
当
該
公
署
の
同
日
に

お
け
る
級
別
区
分
に
係
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

３

前
項
の
特
地
勤
務
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
十
八
条
第
三
項
各
号
に
定
め

る
日
（
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
人
事

委
員
会
規
則
第
一
号
。
以
下
「
十
二
年
一
部
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
）
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
福
島
県
条
例
第
四
号
。
以
下
「
勤
務
時
間
条

例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五

項
に
お
い
て
単
に
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
そ
の
日
に
お

い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
を
そ
の
日
に
お
け
る
同
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得

た
数
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
育
児
短
時
間
算
出
率
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た

額
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
そ
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員

で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
、
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
等
で
あ
っ
て
そ
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の

月
額
を
そ
の
日
に
お
け
る
育
児
短
時
間
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て

得
た
額
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
任
期
付
短
時
間
勤
務

職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
を
そ
の
日
に
お
け
る
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得

た
数
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
任
期
付
短
時
間
算
出
率
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得

た
額
に
任
期
付
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
当
該
定
め
る
日
に
受
け
て
い
た
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
の
二
分

の
一
に
相
当
す
る
額
と
施
行
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以

外
の
職
員
で
あ
っ
て
そ
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の

月
額
を
そ
の
日
に
お
け
る
育
児
短
時
間
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ

て
そ
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額

に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
そ
の
日
に
お
い
て

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
を
そ
の
日
に
お
け
る
育
児
短
時
間

算
出
率
で
除
し
て
得
た
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に

あ
っ
て
は
そ
の
月
額
を
そ
の
日
に
お
け
る
任
期
付
短
時
間
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額
に
任
期
付
短
時

間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
合

算
し
た
額
（
そ
の
額
が
当
該
定
め
る
日
に
受
け
て
い
た
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二

分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
の
二
分
の
一
に
相
当

す
る
額
（
条
例
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
が
減
ぜ
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る
職
員
（
以
下
「
減
額

支
給
対
象
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
額
か
ら
、
現
に
受
け
る
給
料
月
額
に
百
分
の
〇
・

九
を
乗
じ
て
得
た
額
（
現
に
受
け
る
給
料
月
額
に
百
分
の
九
十
九
・
一
を
乗
じ
て
得
た
額
が
、
当
該

減
額
支
給
対
象
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
低
の
号
給
の
給
料
月
額
（
当
該
減
額
支
給
対

象
職
員
が
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
最
低
の
号
給
の
給
料
月
額
に

育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該

最
低
の
号
給
の
給
料
月
額
に
任
期
付
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
れ
ら
の
額
に
一
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
。
以
下
同
じ
。
）
に
達
し
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
、
現
に
受
け
る
給
料
月
額
か
ら
当
該
減
額
支
給
対
象
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
低

の
号
給
の
給
料
月
額
を
減
じ
た
額
（
以
下
「
減
額
基
礎
額
」
と
い
う
。
）
）
の
二
分
の
一
に
相
当
す

る
額
を
減
じ
た
額
）
を
合
算
し
た
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
算
し
た
額
）

と
す
る
。

４

福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
所
沼
尻
分
場
に
在
勤
す
る
職
員
の
条
例
第
十
一
条
の
三
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二

十
八
条
の
四
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
二
十
八
条
の
五
並
び
に
附
則
第
七
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
当
該
公
署
に
在
勤
し
て
い
る
職
員
（
施
行
日
の
前
日
に
特

地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
当
該
公
署
を
条

例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
準
特
地
公
署
（
以
下
「
準
特
地
公
署
」
と
い
う
。
）
と
み
な

し
た
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
規
則
第
二
十
八
条
の
四
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
第
二
十
八
条

の
五
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
に
、
準
ず
る
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に

百
分
の
一
（
施
行
日
前
に
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
公
署
を
異
に
す
る
異
動
の
日
（
以

下
単
に
「
異
動
の
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
四
年
に
達
し
た
場
合
及
び
施
行
日
か
ら
平
成
二

十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
に
達
し
た
場
合
に
お
け
る

そ
の
四
年
に
達
し
た
日
後
に
つ
い
て
は
、
零
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
加
算
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
受
け
る
給
料
及
び

扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
減
額
支
給
対
象
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
額
か
ら
減
額
基
礎
額

を
減
じ
た
額
）
に
百
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
）
と
す
る
。

５

前
項
の
準
ず
る
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
十
八
条
の
四
第
二
項
（
同
条
第

三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
二
項
に

規
定
す
る
日
に
受
け
て
い
た
給
料
の
月
額
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
そ
の

日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
を
そ
の
日
に
お
け
る

育
児
短
時
間
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
そ
の
日
に
お
い
て
育

児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
に
育
児
短
時
間
算
出
率

を
乗
じ
て
得
た
額
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
そ
の
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

等
で
あ
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
を
そ
の
日
に
お
け
る
育
児
短
時
間
算
出
率
で
除
し
て
得
た

額
に
育
児
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
、
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
月
額
を

そ
の
日
に
お
け
る
任
期
付
短
時
間
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額
に
任
期
付
短
時
間
算
出
率
を
乗
じ
て
得
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た
額
）
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
そ
の
額
が
当
該
職
員
の
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手

当
の
月
額
の
合
計
額
（
減
額
支
給
対
象
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
額
か
ら
減
額
基
礎
額
を
減
じ

た
額
）
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
額
）
と
す
る
。

（
特
定
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
の
月
額

に
関
す
る
経
過
措
置
）

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
特
地
公
署
と
さ
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
、
施
行
日
に
改
正
後
の
規

第
三
条

則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
公
署
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
特
地
公
署
」
と
い

う
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
福
島
県
須
賀
川
警
察
署
湯
本
駐
在
所
及
び
福
島
県
喜
多
方
警
察

署
奥
川
駐
在
所
に
勤
務
す
る
職
員
の
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地

勤
務
手
当
（
毎
年
十
一
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
冬
期
」
と
い
う
。
）

以
外
の
期
間
に
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
か
ら

第
五
項
ま
で
及
び
附
則
第
七
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
特
定
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
引
き
続

き
当
該
公
署
に
勤
務
し
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
前
条
第
二
項
の
特
地
勤
務
手
当
経
過
措
置
基
礎
額

に
当
該
公
署
の
同
日
に
お
け
る
級
別
区
分
に
係
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
施
行
日
か
ら
平

成
二
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
及
び
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
あ
っ
て
は
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の
規
則
第
第
二
十
八
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

福
島
県
須
賀
川
警
察
署
湯
本
駐
在
所
及
び
福
島
県
喜
多
方
警
察
署
奥
川
駐
在
所
に
在
勤
す
る
職
員

の
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
（
冬
期

以
外
の
期
間
に
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
十
八
条
の
四
第
二
項

か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
二
十
八
条
の
五
並
び
に
附
則
第
七
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十

七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
特
定
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い
こ
と

と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
規

則
第
二
十
八
条
の
四
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）
、
改
正
後
の
規
則
第
二
十
八
条
の
四
第
二
項

か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
第
二
十
八
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
に
、

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
引
き
続
き
当
該
公
署
に
在
勤
し
て
い
る
職
員
（
同
日
に
特
地
勤
務
手

当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
前
条
第
四
項
の
準
ず
る
手

当
経
過
措
置
基
礎
額
に
百
分
の
一
（
施
行
日
前
に
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
に
達
し
た
場
合
及

び
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
に

達
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
四
年
に
達
し
た
日
後
に
つ
い
て
は
、
零
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
施
行
日

か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
及
び
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
加
算
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当

の
月
額
の
合
計
額
（
減
額
支
給
対
象
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
額
か
ら
減
額
基
礎
額
を
減
じ
た

額
）
に
百
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
）
と
す
る
。

（
級
別
区
分
が
下
位
と
な
っ
た
特
地
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
の
月
額
に
関
す
る

経
過
措
置
）

福
島
県
会
津
坂
下
警
察
署
昭
和
駐
在
所
に
勤
務
す
る
職
員
の
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
及

第
四
条

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
（
冬
期
以
外
の
期
間
に
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
月

額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
附
則
第
七
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
級
別
区
分
の
異
な

る
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
当
該
公
署
が
毎
年
十
一
月
一
日
に
二
級
地
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
る
場
合
及
び
毎
年
四
月
一
日
に
一
級
地
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
を
除
く
。
）

又
は
特
地
公
署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
該
当
し
、
又
は
該
当
し
な

い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）
、
改
正
後
の
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で

（
十
二
年
一
部
改
正
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
に
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
引
き
続
き
当
該
公
署
に
勤
務
し

て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
附
則
第
二
条
第
二
項
の
特
地
勤
務
手
当
経
過
措
置
基
礎
額
に
当
該
公
署
の

同
日
に
お
け
る
級
別
区
分
に
係
る
支
給
割
合
か
ら
施
行
日
に
お
け
る
級
別
区
分
に
係
る
支
給
割
合
を

減
じ
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
及
び
平
成

二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
、
平
成
二
十
七

年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ

の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
加
算
し
て
得
た
額
（
そ

の
額
が
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
減
額
支
給
対
象
職
員
に
あ
っ
て
は
、

当
該
合
計
額
か
ら
減
額
基
礎
額
を
減
じ
た
額
）
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き

は
、
当
該
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
）
と

す
る
。

（
規
則
第
二
十
八
条
の
四
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
公
署
に
在
勤

す
る
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
月
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

改
正
後
の
規
則
第
二
十
八
条
の
四
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

第
五
条

た
福
島
県
宮
下
土
木
事
務
所
並
び
に
福
島
県
会
津
坂
下
警
察
署
西
山
駐
在
所
及
び
福
島
県
会
津
坂
下

警
察
署
三
島
駐
在
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
西
山
駐
在
所
等
」
と
い
う
。
）
及
び
改
正
後
の
規

則
第
二
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
現
場
事
務
所
の
う
ち
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
在
勤
す
る
職

員
の
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
（
冬

期
以
外
の
期
間
に
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
月
額
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
十
八
条
の
四
第
二

項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
二
十
八
条
の
五
並
び
に
附
則
第
七
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二

十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
そ
の
期
間
内
に
当
該
公
署
が
改
正
後
の
規
則
第
二
十
八
条
の
四

第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
公
署
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
該
当
し
な

い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
）
、
施
行
日
の
前
日
（
西
山
駐
在
所
等
に
あ
っ
て
は
、
平
成

二
十
五
年
三
月
一
日
）
か
ら
引
き
続
き
当
該
公
署
に
在
勤
し
て
い
る
職
員
（
施
行
日
の
前
日
（
西
山
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駐
在
所
等
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
）
に
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
を

受
け
て
い
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
附
則
第
二
条
第
四
項
の
準
ず
る
手
当
経
過
措
置
基
礎
額

に
百
分
の
四
（
施
行
日
前
に
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
場
合
及
び
施
行
日
か
ら
平
成

二
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
異
動
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
に
達
し
た
場
合
に
お
け

る
そ
の
五
年
に
達
し
た
日
後
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
二
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
施
行
日
か
ら
平
成

二
十
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
及
び
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百
を
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

あ
っ
て
は
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
は
、
改
正
後
の
規
則
第
二
十
八
条
の
四
第
五
項
及
び
第
二
十
八
条
の
五
第
三
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

（
採
用
給
与
課
）

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

大
須
賀

美
智
子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
十
正
規
の
試
験
の
項
中
「
一
級
二
十
五
号
給
」
を
「
一
級
二
十
九
号
給
」
に
、
「
一
級
十

五
号
給
」
を
「
一
級
十
九
号
給
」
に
、
「
一
級
五
号
給
」
を
「
一
級
九
号
給
」
に
改
め
、
同
表
無
線
従

事
者
の
項
中
「
一
級
二
十
五
号
給
」
を
「
一
級
二
十
九
号
給
」
に
、
「
一
級
九
号
給
」
を
「
一
級
十
三

号
給
」
に
、
「
一
級
五
号
給
」
を
「
一
級
九
号
給
」
に
、
「
一
級
一
号
給
」
を
「
一
級
五
号
給
」
に
改

め
、
同
表
そ
の
他
の
項
中
「
一
級
一
号
給
」
を
「
一
級
五
号
給
」
に
改
め
、
同
表
備
考
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

６

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
の
初
任
給
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
の
試
験
又
は

職
種
欄
及
び
学
歴
免
許
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
に
掲
げ
る
号
給
の
四
号
給
下
位
の
号

給
と
す
る
。

別
表
第
二
十
一
中
「
三
級
一
号
給
」
を
「
三
級
五
号
給
」
に
、
「
一
級
一
号
給
」
を
「
一
級
五
号
給
」

に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
項
中
「
一
級
五
号
給
」
を
「
一
級
九
号
給
」
に
改
め
、
同
表
備
考
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

４

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
の
初
任
給
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
の
試
験
欄
及

び
学
歴
免
許
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
に
掲
げ
る
号
給
又
は
備
考
第
二
項
に
掲
げ
る
号

給
の
四
号
給
下
位
の
号
給
と
す
る
。

別
表
第
二
十
三
教
諭
並
び
に
養
護
教
諭
及
び
講
師
（
任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の

項
中
「
二
級
二
十
九
号
給
」
を
「
二
級
三
十
三
号
給
」
に
、
「
二
級
十
三
号
給
」
を
「
二
級
十
七
号
給
」

に
、
「
二
級
一
号
給
」
を
「
二
級
五
号
給
」
に
、
「
一
級
十
一
号
給
」
を
「
一
級
十
五
号
給
」
に
改
め
、

同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。大

学
卒

一
級
二
十
五
号
給

助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、

実
習
助
手
及
び
寄
宿
舎
指

短
大
卒

一
級
十
五
号
給

導
員
（
任
用
の
期
限
を
付

さ
な
い
も
の
に
限
る
。
）

高
校
卒

一
級
五
号
給

別
表
第
二
十
三
養
護
教
諭
及
び
講
師
（
任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
助
教
諭
、

養
護
助
教
諭
、
実
習
助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導
員
の
項
中
「
及
び
講
師
（
任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の

を
除
く
。
）
並
び
に
助
教
諭
」
を
「
、
講
師
、
助
教
諭
」
に
改
め
、
「
寄
宿
舎
指
導
員
」
の
下
に
「
（
任

用
の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
三
項
中
「
二
級
一
号
給
」
を
「
二

級
五
号
給
」
に
改
め
、
同
表
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
の
初
任
給
の
号
給
に
つ
い

て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
号
給
の
四
号
給
下
位
の
号
給
と
す
る
。

別
表
第
二
十
四
正
規
の
試
験
の
項
中
「
一
級
二
十
五
号
給
」
を
「
一
級
二
十
九
号
給
」
に
、
「
一
級

十
五
号
給
」
を
「
一
級
十
九
号
給
」
に
、
「
一
級
五
号
給
」
を
「
一
級
九
号
給
」
に
改
め
、
同
表
獣
医

師
の
項
中
「
一
級
三
十
七
号
給
」
を
「
一
級
四
十
一
号
給
」
に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
項
中
「
一
級
五

十
七
号
給
」
を
「
一
級
六
十
一
号
給
」
に
、
「
一
級
三
十
七
号
給
」
を
「
一
級
四
十
一
号
給
」
に
、
「
一

級
一
号
給
」
を
「
一
級
五
号
給
」
に
改
め
、
同
表
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

試
験
又
は
職
種
欄
の
「
正
規
の
試
験
」
及
び
「
そ
の
他
」
の
区
分
並
び
に
正
規
の
試
験
の
区

分
に
掲
げ
る
「
大
学
卒
程
度
」
、
「
短
大
卒
程
度
」
及
び
「
高
校
卒
程
度
」
の
区
分
は
、
行
政

職
給
料
表
初
任
給
基
準
表
の
備
考
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
の
初
任
給
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
の
試
験
又
は

職
種
欄
及
び
学
歴
免
許
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
に
掲
げ
る
号
給
の
四
号
給
下
位
の
号

給
と
す
る
。

別
表
第
二
十
五
中
「
一
級
二
十
九
号
給
」
を
「
一
級
三
十
三
号
給
」
に
、
「
一
級
五
号
給
」
を
「
一

級
九
号
給
」
に
改
め
、
同
表
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
第
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
の

経
験
年
数
は
、
免
許
取
得
後
の
経
験
年
数
と
す
る
。

２

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
の
初
任
給
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
の
職
種
欄
及

び
学
歴
免
許
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
に
掲
げ
る
号
給
の
四
号
給
下
位
の
号
給
と
す
る
。

別
表
第
二
十
六
薬
剤
師
の
項
中
「
二
級
十
五
号
給
」
を
「
二
級
十
九
号
給
」
に
、
「
二
級
一
号
給
」

を
「
二
級
五
号
給
」
に
改
め
、
同
表
獣
医
師
の
項
中
「
二
級
十
五
号
給
」
を
「
二
級
十
九
号
給
」
に
、

「
二
級
一
号
給
」
を
「
二
級
五
号
給
」
に
改
め
、
同
表
診
療
放
射
線
技
師
の
項
中
「
二
級
一
号
給
」
を

「
二
級
五
号
給
」
に
、
「
一
級
十
七
号
給
」
を
「
一
級
二
十
一
号
給
」
に
改
め
、
同
表
診
療
エ
ッ
ク
ス
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線
技
師
の
項
中
「
一
級
十
一
号
給
」
を
「
一
級
十
五
号
給
」
に
改
め
、
同
表
臨
床
検
査
技
師
の
項
中
「
二

給
一
号
給
」
を
「
二
級
五
号
給
」
に
、
「
一
級
十
七
号
給
」
を
「
一
級
二
十
一
号
給
」
に
改
め
、
同
表

栄
養
士
の
項
及
び
衛
生
検
査
技
師
の
項
中
「
二
級
一
号
給
」
を
「
二
級
五
号
給
」
に
、
「
一
級
十
一
号

給
」
を
「
一
級
十
五
号
給
」
に
改
め
、
同
表
臨
床
工
学
技
士
の
項
か
ら
視
能
訓
練
士
の
項
ま
で
の
規
定

中
「
二
級
一
号
給
」
を
「
二
級
五
号
給
」
に
、
「
一
級
十
七
号
給
」
を
「
一
級
二
十
一
号
給
」
に
改
め
、

同
表
歯
科
衛
生
士
の
項
中
「
一
級
十
一
号
給
」
を
「
一
級
十
五
号
給
」
に
、
「
一
級
七
号
給
」
を
「
一

級
十
一
号
給
」
に
改
め
、
同
表
歯
科
技
工
士
の
項
中
「
一
級
十
一
号
給
」
を
「
一
級
十
五
号
給
」
に
、

「
一
級
一
号
給
」
を
「
一
級
五
号
給
」
に
改
め
、
同
表
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ

う
師
及
び
柔
道
整
復
師
の
項
中
「
一
級
十
七
号
給
」
を
「
一
級
二
十
一
号
給
」
に
、
「
一
級
十
一
号
給
」

を
「
一
級
十
五
号
給
」
に
、
「
一
級
一
号
給
」
を
「
一
級
五
号
給
」
に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
項
中
「
一

級
十
一
号
給
」
を
「
一
級
十
五
号
給
」
に
、
「
一
級
一
号
給
」
を
「
一
級
五
号
給
」
に
改
め
、
同
表
備

考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
の
初
任
給
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
の
職
種
欄
及

び
学
歴
免
許
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
に
掲
げ
る
号
給
の
四
号
給
下
位
の
号
給
と
す
る
。

別
表
第
二
十
七
保
健
師
及
び
助
産
師
の
項
中
「
二
級
十
一
号
給
」
を
「
二
級
十
五
号
給
」
に
、
「
二

級
五
号
給
」
を
「
二
級
九
号
給
」
に
改
め
、
同
表
看
護
師
の
項
中
「
二
級
五
号
給
」
を
「
二
級
九
号
給
」

に
、
「
二
級
一
号
給
」
を
「
二
級
五
号
給
」
に
改
め
、
同
表
准
看
護
士
の
項
中
「
一
級
一
号
給
」
を
「
一

級
五
号
給
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
一
条
第
四
号
」
に
、

「
二
級
九
号
給
」
を
「
二
級
十
三
号
給
」
に
改
め
、
同
表
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
の
初
任
給
の
号
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
の
職
種
欄
及

び
学
歴
免
許
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
初
任
給
欄
に
掲
げ
る
号
給
又
は
備
考
第
一
項
に
掲
げ
る
号

給
の
四
号
給
下
位
の
号
給
と
す
る
。

「

別
表
第
二
十
八
の
一
の
表
中

57

57

57

57

57

58

58

58

58

58

59

59

59

「
を

59

59

60

60

56

57

57

57

57

57

57

58

58

58

58

58

58

」

「

に
、

59

59

59

59

56

56

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

」

「
を

61

62

62

63

55

56

56

56

56

56

57

57

57

57

57

58

58

58

」

「

に
、

58

58

59

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

」

「
を

83

84

85

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

」

「

に
、

75

75

76

77

51

51

52

52

53

54

55

56

57

58

59

60

」

「
を

61

62

63

64

65

66

67

68

69

50

50

51

51

51

51

52

52

52

」

「

に
、

52

53

53

53

53

54

54

55

55

56

57

58

33

33

34

34

35

」

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

「
を

45

45

46

46

47

32

33

33

33

33

34

34

34

34

35

35

35

35

」

「

に
、

36

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

29

」

「
を

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

28

」に
改
め
、
別
表

28

29

29

29

29

30

30

30

30

31

31

31

31

32

32

33

」

「

第
二
十
八
の
二
の
表
中

101

101

102

102

103

103

104

104

105

106

107

108

109

110

「
を

111

112

113

100

100

100

100

100

100

100

100

101

101

101

101

101

101

101

」

「

に
、

101

101

69

70

71

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

78

79

」

「
を

80

81

82

83

84

85

68

68

68

68

69

69

69

69

69

70

70

」

「

に
、

70

70

70

71

71

71

71

72

72

73

69

70

71

72

73

74

75
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」

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

「
を

96

97

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

74

75

76

77

」

「

に
、

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

53

」

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

「
を

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

52

53

53

53

53

」

54

54

54

54

55

55

55

55

56

56

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

「

に
、

66

67

68

69

70

71

72

73

49

50

51

52

53

53

54

54

55

」

「
を

55

56

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

48

」

48

49

49

49

50

50

50

51

51

51

52

52

52

53

53

53

54

55

56

57

「

に
、

58

59

60

61

31

31

31

32

32

32

33

33

34

34

35

35

36

」

「
を

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

30

31

31

31

31

32

32

」

に
改
め
、
別
表

32

32

33

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

」

「

第
二
十
八
の
三
の
表
中

40

40

40

41

41

41

42

42

42

43

43

43

44

44

「
を

44

45

45

46

46

47

40

40

40

40

40

41

41

41

41

41

42

42

」

「

に
、

42

42

42

43

43

43

43

43

47

47

48

48

49

50

51

52

53

」

「
を

53

54

54

55

55

56

56

57

46

47

47

47

48

48

48

49

49

」

「

に
改
め
、
別
表
第
二
十
八
の
四
の
表
中

49

50

50

50

51

51

52

53

59

59

60

」

60

61

61

61

61

62

62

62

62

63

63

63

63

64

64

64

64

65

65

「
を

65

66

66

66

67

67

67

68

68

68

69

58

58

59

59

59

59

60

」

60

60

60

61

61

61

61

62

62

63

63

63

63

64

64

64

64

65

65

「

に
、

65

65

66

66

66

66

67

34

35

36

37

37

38

38

39

39

40

」

「
を

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

33

34

34

35

」

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

「

に
改
め
、
別
表
第
二
十
八
の
五
の
表
中

45

29

29

29

30

30

30

31

31

31

32

」

「
を

32

32

33

33

34

34

35

28

28

29

29

29

30

30

30

31

31

」

「

に
、

31

32

32

32

33

33

33

49

49

49

50

50

50

51

51

51

52
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」
「を

52

52

53

53

54

54

55

48

48

49

49

49

49

49

50

50

50

50

」

「

に
、

50

51

51

51

51

51

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

」

「
を

48

49

49

50

50

51

42

42

43

43

43

43

44

44

44

44

45

」

「

に
改
め
、
別
表
第
二
十
八
の
六
の
表
中

45

45

45

46

46

47

62

62

62

62

62

」

「
を

63

63

63

63

63

64

64

64

64

64

65

61

62

62

62

62

62

」「

に
、

62

63

63

63

63

63

63

64

64

64

75

75

76

76

77

77

78

」

「
を

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

74

74

74

74

74

74

74

74

」

「

に
、

74

74

74

74

74

74

74

74

74

49

49

49

50

50

50

51

51

」

「
を

51

52

52

52

53

53

54

54

55

48

48

49

49

49

49

49

49

」

「

に
、

50

50

50

50

50

50

51

51

51

41

41

42

42

43

43

44

44

」

45

45

46

46

47

47

48

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

「
を

61

62

63

64

65

40

41

41

41

41

42

42

42

42

43

43

43

」

43

44

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

50

51

52

53

54

55

56

「
に
、

57

27

27

27

28

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

」

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

」

「
を

26

27

27

27

27

28

28

28

28

29

29

29

30

30

31

31

31

31

に
改
め
、

32

32

32

32

33

33

33

33

34

34

34

34

35

35

35

36

37

」

「

別
表
第
二
十
八
の
七
の
表
中

92

92

92

93

93

93

94

94

94

95

95

95

96

「
を

96

96

97

91

92

92

92

92

93

93

93

93

94

94

94

94

95

95

」「

に
、

95

93

94

95

96

97

98

99

100

101

101

102

102

103

103

104

104

」

「
を

105

92

92

93

93

93

94

94

94

95

95

95

96

96

96

97

97

」

「

に
、

97

69

70

71

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

78

79

80

」

「
を

81

68

68

69

69

69

69

70

70

70

70

71

71

71

71

72

72

」

「

に
、

73

43

43

43

44

44

44

45

45

45

46

46

46

47

47

47

」

「
を

48

48

48

49

49

50

50

51

42

43

43

43

43

44

44

44

44

」

「

に
、

45

45

45

46

46

47

47

47

48

48

48

49

49

49

38

39

40
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」

41

41

42

42

43

43

44

44

45

46

47

48

49

49

50

50

51

51

52

52

「
を

53

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

」

に
改
め
る
。

45

46

46

47

47

48

48

49

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
十
七
備
考
第
一

項
の
改
正
規
定
（
「
第
二
十
一
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
一
条
第
四
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

及
び
別
表
第
二
十
八
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
、
降
号
又
は
復

職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
個

別
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
の
当
該

適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
採
用
給
与
課
）

市
町
村
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

大
須
賀

美
智
子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
福
島

県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
五
教
諭
、
栄
養
教
諭
並
び
に
養
護
教
諭
及
び
講
師
（
任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の
に
限

る
。
）
の
項
中
「
二
級
二
十
九
号
給
」
を
「
二
級
三
十
三
号
給
」
に
、
「
二
級
十
三
号
給
」
を
「
二
級

十
七
号
給
」
に
、
「
二
級
一
号
給
」
を
「
二
級
五
号
給
」
に
、
「
一
級
十
一
号
給
」
を
「
一
級
十
五
号

給
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

大
学
卒

一
級
二
十
五
号
給

助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
及

び
寄
宿
舎
指
導
員
（
任
用

短
大
卒

一
級
十
五
号
給

の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の

に
限
る
。
）

高
校
卒

一
級
五
号
給

別
表
第
五
養
護
教
諭
及
び
講
師
（
任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
助
教
諭
、
養

護
助
教
諭
及
び
寄
宿
舎
指
導
員
の
項
中
「
及
び
講
師
（
任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
並

び
に
助
教
諭
」
を
「
、
講
師
、
助
教
諭
」
に
改
め
、
「
寄
宿
舎
指
導
員
」
の
下
に
「
（
任
用
の
期
限
を

付
さ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
六
教
諭
、
栄
養
教
諭
並
び
に
養
護
教
諭
及
び
講
師
（
任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の
に
限

る
。
）
の
項
中
「
二
級
四
十
一
号
給
」
を
「
二
級
四
十
五
号
給
」
に
、
「
二
級
二
十
五
号
給
」
を
「
二

級
二
十
九
号
給
」
に
、
「
二
級
十
三
号
給
」
を
「
二
級
十
七
号
給
」
に
、
「
二
級
三
号
給
」
を
「
二
級

七
号
給
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

大
学
卒

一
級
二
十
五
号
給

助
教
諭
及
び
養
護
助
教
諭

（
任
用
の
期
限
を
付
さ
な

短
大
卒

一
級
十
五
号
給

い
も
の
に
限
る
。
）

高
校
卒

一
級
五
号
給

別
表
第
六
養
護
教
諭
及
び
講
師
（
任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
助
教
諭
及
び

養
護
助
教
諭
の
項
中
「
及
び
講
師
（
任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
助
教
諭
」
を

「
、
講
師
、
助
教
諭
」
に
改
め
、
「
養
護
助
教
諭
」
の
下
に
「
（
任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の
を
除

く
。
）
」
を
加
え
る
。

「

別
表
第
七
の
一
の
表
中

59

59

60

60

61

61

61

61

62

62

62

62

63

63

63

63

64

64

64

64

65

65

65

66

66

66

67

67

67

68

68

68

69

」

「
を

58

58

59

59

59

59

60

60

60

60

61

61

61

61

62

62

63

63

「

に
、

63

63

64

64

64

64

65

65

65

65

66

66

66

66

67

34

35

」

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51
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「
を

52

53

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

」

「

に
改
め
、
別
表
第
七
の
二
の
表
中

41

41

42

42

43

43

44

44

45

75

75

76

」

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

86

「
を

87

88

89

90

91

92

93

93

94

94

95

74

74

75

75

75

75

76

」

76

76

76

77

77

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

「

に
、

84

84

85

85

86

86

87

21

22

23

24

25

25

26

26

27

27

」

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

「
を

38

38

39

39

40

40

41

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

」

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

に
改
め
る
。

34

34

35

35

36

36

37

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
七
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
、
降
号
又
は
復

職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
個

別
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。
）
の
当
該

適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
採
用
給
与
課
）
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